
 前回（第９回口頭弁論）原告側から説明

を求めた事項に対し、１項目のみの回答に

とどまった被告説明に対し、さらに説明を

求めます。 

 傍聴席を埋めることも裁判支援には欠か

せない取り組みです。周りの方にも声かけ

をお願いいたします。 

 

 
 
 
 
第９回口頭弁論 

被告、千葉市は 

障害福祉を却下したプロ

セスは述べるべき 
 

４月２１日、第９回口頭弁論が開かれ 30

人以上の方の傍聴がありました。 

報告集会は県教育会館会議室で行われ、

約３０人の参加がありました。 

・向後弁護士 

私たちが提出した準備書面６では、①厚

労省が実施した調査に対する千葉市の回答

について、②介護保険「申請勧奨」の具体

的内容について、③障害者の「介護保険サ

ービスでは適当な支援を受けることが出来

ない」と判断される場合と障害者福祉サー 

ビスのうち介護保険が優先されるサービス

はどの程度あるか、④被告の障害者総合支

援法７条の運用について、⑤介護保険優先

による不利益の実態、⑥本件の処分につい

て、の６項目の質問を行いましたが、被告

は②の１項目のみ回答しました。中身は一

般論にとどまりました。「回答無いのは残念、

（障害者総合支援法申請を却下した）プロ

セスは述べるべき」と口頭で追求しました。 

 

金沢大学の井上名誉教授（★）に意見書

を書いていただく。裁判所へ提出するのは、

９月初旬の見込みです。       

・外山弁護士 

千葉市が、天海さんの障害者総合支援法

申請を却下したしたのは、Ｈ２６．８．１

です。６月中に却下すれば（不服申し立て

13：00「きぼーる」(裁判所並び) 
  チラシ配布など宣伝行動 
 横断幕を先頭に裁判所正

面入り口まで行進 
13：40 傍聴整理券配布 
14：00 開廷 
閉廷後、県弁護士会館 4 階会議室で報

告集会 
・弁護団から提出書面などについて説

明 
・支援する会報告 
・原告決意表明 
・参加者からの意見等 
15：30 頃 解散 

（１）

〒262－0032 千葉市花見川区幕張町 5-417-222 
ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 109 障千連内 

TEL・FAX  043－308－6621 
http://amagai65.iinaa.net/ 
 

会費・カンパ金振込先 
〒振替 00180-6-27389 障千連 
通信欄に「天海訴訟」と書いてください 

第 10 回口頭弁論 ６月１６日(金)  

応援傍聴お願いします！ 



（２）

なりで）争うことができたのです。千葉市

の言い分でも、却下したその日は既に介護

保険適用期間に入ってしまっています。こ

の考え方で行くと、特定疾病で４０歳前か

らガン発生している人はどうするんでしょ

うか。この点を次回追求したいと思います。 

・武井弁護士 

被告が求釈明に答えないのは、ボロが出

ることを恐れたからでしょう。千葉市の「厚

労省調査回答書類」を出させる方法を検討

したいと思います。 

＜障害者福祉と介護保険の相違点につい

て＞ 

・ＫＢさん（電動車いす使用） 

私は特定疾病で介護保険適用となりまし

た。しかし「移動支援」は介護保険にあり

ません。また、介護保険では、障害者対応

してくれるヘルパーも少ない状況です。 

・Ｉさん（電動車いす使用） 

介護保険では、ヘルパーの連続利用に制

限があります。しかし、障害福祉ではその

ように制限されたことはありません。 

・ＫＮさん（電動車いす使用） 

介護保険では身体介護は連続１．５時間

までしか利用できないのです。 

・障全協：山崎さん 

介護保険より障害者サービスの方が運用

は柔軟です。介護保険は、基本的には本人

の生活に関することのみです。そして、特

に精神障害者、知的障害者は、介護保険へ

の移行が難しいといわれています。 

・県社保協：藤田さん 

今日の街頭宣伝で、わざわざ戻ってきて

チラシを受け取ってくれた男性もいました。  

天海裁判の支援運動の広がりを期待したい

と思います。 

障害者の実態に応じたサービスが必要だ

と思います。障害福祉と介護保険の様々な

相違点もありますが、どのような法や制度

の適用を受けるか、障害者個人の尊厳の問

題も大きいと感じます。 

 

★金沢大学の井上英夫名誉教授に意見書

を書いていただくことになっています。 

≪経歴≫金沢大学法学部教授。専門は社

会保障法、福祉政策論。日本社会保障法学

会代表理事、厚労省ハンセン病問題検討会

委員長、日本学術会議法学委員会「不平等・

格差社会セーフティ・ネット」分科会委員

長、金沢市障害者施策推進協議会会長、高

齢者運動基金理事長 などを歴任。 

 『高齢化への人類の挑戦 国連・高齢化

国際行動計画２００２』（萌文社）『医療保

障法・介護保障法』（共著、法律文化社）『講

座障害をもつ人の人権 』（共著、有斐閣）

『実務 社会保障法講義』（共著、民事法研

究会）など著書多数。 
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支援する会 会計から 
  

これまでの天海訴訟を支援する会会費と募金

の合計は１，４４０，０００円になりました。 

 先日、障害者運動推進基金から５０，０００円い

ただきました。延べ３００の個人・事業所有志・ 

労働組合・民主団体等から寄せられています。裁

判はまだまだ長引きそうです。これからも周りの

人に呼びかけて支援の輪を大きく広げましょう。 

 

2017 年の会費を納めていない方はよろしく

お願いします。＜１口 ５００円＞ 
 

ニュースへの投稿

をお待ちします 



岡山地方裁判所 

  平成２５年（行ウ）第１６号 

行政処分取消等請求事件担当 裁判長 様 

浅田さんの生存権と平等権を侵害した 

岡山市の決定に対する公正な判決を求めます。 

 

                       岡山市北区関西町 3-11 みんなの会館 

                             浅田訴訟事務局 

                         浅田達雄さんを支援する会 

代表世話人 浪尾 淑子     

中島 純男 

吉田 裕美 

 

 平成 25 年 2 月 13 日，浅田さんは，岡山市から「岡山市介護支給等不支給(却下)決定通知」を受け

ました。浅田さんが６５歳を迎えるのに介護保険を申請しなかったためとの理由です。 

これにより，浅田さんは一切の自立支援給付を打ち切られます。６５歳目前で「岡山市から死ね」と

宣言されたと大きなショックを受けました。岡山市による通知は，浅田さんの生存権，平等権を侵害す

る違法な処分でした。 

 その後，浅田さんは，多くの仲間たちに支えられ，平成 25 年 9 月 19 日，支援法７条が憲法違反で

あることなどを理由に提訴しました。 

以来，本日に至るまで続けられてきた口頭弁論期日や被告の不合理な主張，証人尋問を通じて，岡山

市の処分が極めて不当なものであることが明らかにされてきました。この間，浅田さんは大きな経済的

負担，裁判を闘う精神的，身体的負担に耐えながら１日にも早く裁判所の公正な判決がだされることを

願ってきました。 

 裁判所は，これまでの口頭弁論と生活実態を明らかにした浅田さんの 1 日を描いたビデオ，証人尋問

等を精査され，憲法，障害者の権利条約，障害者基本法，障害者総合支援法の理念に基づく判決を 1 日

も早く下されますよう強く願って，賛同者の署名を添え以下のことをお願い致します。 

 

記 

 
１ ６５歳で差別された浅田達雄さんの生存権，平等権が守られますように！ 

２ 岡山市が再び障害者の生殺与奪の暴挙を行わないように！ 

３ 障害者のまっとうな願いが司法によって支えられますように！ 

 

私もこの訴えに賛同致します。 

氏   名 住          所 

  

  

  

  

  
 


